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第３章第３章

計画の目標計画の目標



25

第１節第１節 計画の位置付け計画の位置付け

本計画は、地球温暖化対策推進法第20条の３第３項に基づき、本県内で排出される温
室効果ガスの排出抑制、吸収作用の保全強化のための総合的な対策を定めたものです。
県は、長崎県環境基本計画に定めた、めざすべき環境像「海・山・人 未来につながる環
境にやさしい長崎県」の実現に向け、本計画に基づき、法に定める４つの義務的記載事項
等に本県の自然的社会的条件を踏まえ、あらゆる分野から地球温暖化防止策を推進してい
きます。
また、防止策と併せて、気温上昇、豪雨や少雨、海面水温や海面水位の上昇等、地球温

暖化の影響と疑われる現象が及ぼす被害に対する適応（影響に対応した人間社会の調整）
策についても推進していきます。

地球温暖化対策の推進

※義務的記載事項：地球温暖化対策推進法第20条の３第３項第１号から第４号に定めら
れた、地方公共団体実行計画に記載すべき以下の事項。

（１）太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然的条件
に適したものの利用の促進に関する事項

（２）その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進
に関する事項

（３）公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その
他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項

（４）その区域内における廃棄物等の発生の抑制の促進その他の循環型社会の形成に関す
る事項
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京都議定書
目標達成
計画

長崎県環境
基本計画

長崎県
総合計画

地球温暖化
対策の推進に
関する法律

長崎県未来
につながる
環境を守り
育てる条例

長崎県環境
基本条例

長崎県地球温暖化対策実行計画の位置付け

連 携

京都
議定書

市 町
地球温暖化対策
実行計画

４ まちづくり

５ 循環型社会

３ くらし

２ しごと

１ エネルギー

６ 海洋

７ 森林

８ 環境教育と
パートナーシップ

長崎県地球温暖化
対策実行計画

長崎県ストップ
温暖化

レインボープラン
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第２節第２節 計画の期間計画の期間

計画期間は2013（平成25）年度から2020（平成32）年度までの８年間とします。

なお、計画期間の中間年度である2017（平成29）年度中に見直しを行うこととします

が、中間年度以外においても、情勢の変化に応じて、適宜、見直しを行います。

第３節第３節 計画の対象計画の対象

本計画の対象とする温室効果ガスは、京都議定書の対象となっている下表に記載された、

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン３ガスの６ガスとします。

2万以上

(絶縁ガス)機器点検時、廃棄時
の回収、再利用、破壊等

(半導体)製造プロセスでの回収
や代替物質、技術への転換等

変電設備に封入される電気絶
縁ガスや半導体等製造用など
として使用。

六フッ化
硫黄
（SF6）

数千～1
万程度

製造プロセスでの回収等や、代
替物質、

技術への転換等

半導体等製造用や電子部品な
どの不活性液体などとして使
用。

パーフル
オロカー
ボン

（PFC）

数百～１
万程度

回収、再利用、破壊の推進、代
替物質、

技術への転換等

エアゾール製品の噴射剤、
カーエアコンや断熱発包材な
どに使用。

ハイドロ
フルオロ
カーボン
（HFC）

代

替

フ

ロ

ン

310高温燃焼、触媒の改良など
燃料の燃焼に伴うものや農業
部門からの排出がそれぞれ３
～４割を占める。

一酸化二窒素
（N20）

21埋立量の削減など

稲作、家畜の腸内発酵などの
農業部門から出るものが半分
を占め、廃棄物の埋立てから
も２～３割を占める。

メタン（CH4）

１
エコセメントの普及や廃棄物の
排出抑制など

セメント製造、生石灰製造な
どの工業プロセス、廃棄物の
焼却から主に発生。

二酸化炭素（非エ
ネルギー起源）

1エネルギー利用効率の向上やラ
イフスタイルの見直しなど

産業、民生、運輸部門などに
おける燃料の燃焼に伴うもの
が全体の９割以上を占め、温
暖化への影響が大きい。

二酸化炭素（エネ
ルギー起源）

地球温暖
化係数

主な対策人為的な発生源ガスの種類

表 対象温室効果ガスの種類
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第第４４節節 将来目標将来目標

ここでは、めざすべき環境像の実現に向け、県民、事業者、NPO、行政などの各主体が
それぞれの責任と役割を果たし、地域総ぐるみで地球温暖化対策を進めていくための温室

効果ガスの削減目標を定めることとします。

削減目標の設定に当たっては、部門別目標や原単位目標などの定め方がありますが、こ

の計画では「総量目標」を掲げることとします。

１． 削減目標の設定

「基準年度」については、京都議定書において「基準年度」となる1990年度とします。

「目標年度」については、計画期間の終期である2020年度を目標年度とします。

「削減目標率」については、国の第四次環境基本計画における、2050年までに80％削

減するという国の長期目標を踏まえるものの、目標達成のための具体的な道筋が示されて

いないこと、本県独自に削減可能な排出量を慎重に推計した結果を勘案し、本県が設定す

べき目標として、2020年度において1990年度比で森林による吸収量（3.3％ 参考値

※）を含め13.4％削減するものとします。

なお、この目標値については、今後、策定が予定されている、国のエネルギー基本計画

や県の再生可能エネルギー導入促進計画の内容を勘案し、適宜、必要な見直しを行います。

また、部門別に見ると排出見込量が現状値（2007年度）と比較すると増加しているもの
もありますが、東京電力福島第１原子力発電所の事故により、化石燃料による発電電力量

が今後増加することが見込まれることが影響しています。

※森林吸収量については、2013年度以降の国の取扱方針が定まっていないこと等から

参考値として位置付けています。

目目 標標

２０２０年度における長崎県内の温室効果ガス排出量を
１９９０年度比で １３．４％削減１３．４％削減 します。



29

第第４４節節 将来目標将来目標
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